
公立鳥取環境大学施設整備委員会規程 

平成２７年１１月５日 

公立鳥取環境大学規程第４５号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人公立鳥取環境大学組織規程第１１条第１項第１２号に規定

する施設整備委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定め

るものとする。 

 

（組織） 

第２条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１）学長が指名する副学長 １名 

（２）学部長 各１名 

（３）人間形成教育センター長 １名 

（４）副理事長 

（５）事務局長 

（６）その他学長が必要と認めた者 

 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。 

２ 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

（副委員長） 

第４条 委員会に副委員長を置くことができる。 

２ 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 前条第３項の規定にかかわらず、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を

代理する。 

 

（定足数及び議決） 

第５条 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

３ 第２条第２号及び第３号の委員は、事故その他やむを得ない理由により委員会に出席

できないときは、あらかじめ所属する学部又は人間形成教育センター（以下「学部等」

という。）の長の承認を得て、それぞれ所属する学部等に所属する専任教員を代理人と

して出席させることができる。 

４ 前項の規定により、代理人が委員会に出席する場合は、代理人の行為を委員の行為と

みなす。 

 

（審議事項） 

第６条 委員会は、次の事項について審議する。 

（１）施設整備計画に関すること 

（２）施設の有効利用に関すること 



（３）その他施設に関する事項で学長から諮問された事項 

 

 （作業部会） 

第７条 委員会には、必要に応じて作業部会を設置することができる。 

２ 作業部会は、職員のうちから委員長が指名する者をもって構成する。 

３ 作業部会は、副委員長が統括する。 

 

（報告） 

第８条 委員長は、第７条に規定する審議事項の審議結果を学長に報告するものとする。 

 

（構成員以外の出席） 

第９条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（事務） 

第１０条 委員会の事務は、総務課が行う。 

 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１１月５日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規程第１号） 

１ この規程は、平成２８年１月５日から施行する。 

２ 第３条の規定に関わらず、平成２７年度中における委員の任期は平成２８年３月３１日ま

でとする。 

 

   附 則（令和４年規程第１０号） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和４年規程第２６号） 

 この規程は、令和４年１０月１４日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 


